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 令和 2年度(令和元年分)町民税・県民税の申告書を提出していただく時期になりました。この手引き

を参照のうえ、期限内に正しい申告をされますようお願いします。 

 申告書は、町民税・県民税の課税資料となるだけでなく、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢

者医療保険料などの算定資料にもなります。 

 給与所得者で、給与所得以外の所得が 20万円以下の場合、所得税の確定申告は必要ありませんが、町

民税・県民税は所得額にかかわらず申告が必要です。 

 公的年金等の所得のみの方で、扶養控除や所得控除を受けようとする方は申告が必要です。 

なお、申告書の提出がない場合、所得課税証明書や納税証明書を発行できない場合がありますので、令

和元年中に所得がなかった方も申告書の提出をおすすめいたします。 

申告書は郵送でも受け付けております。(証明書などの必要書類を同封してください。) 

 

【申告を行う必要があるかご確認ください】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【※1】確定申告が必要な方 

・公的年金等の収入金額が400万円を超える方 

・公的年金等の収入金額が400万円以下で、年金以外の所得が20万円を超える方 

・公的年金等の収入金額が400万円以下だが、所得税が源泉徴収されており、医療費控除や生命保険料控除

等により所得税の還付を受けたい方 

・給与所得者で年末調整が済んでいない方（年途中に退職された方など） 

・給与所得者で年末調整が済んでいるが、医療費控除等により所得税の還付を受けたい方 

・複数の所得(2カ所以上からの給与含む)があり、所得税を納税する必要がある方 

・営業、農業、不動産、一時所得、雑所得等があり、所得税を納税する必要がある方 

 

令和2年度(令和元年分) 

町民税・県民税申告の手引き【粕屋町】 

】  申告期限 令和２年 3月16日（月） 

町県民税申告を 

してください 

◆スタート◆ 
令和元年中(1月～12月)に 
収入がありましたか？ 

前年中の収入が非課税所得のみの

場合、「いいえ」になります。 

※非課税所得…遺族年金・障害年

金・失業保険の給付金など 

町県民税申告は 

不要です 

粕屋町に在住の親族が年末調整や確定申告、

町県民税申告であなたを扶養親族として申

告していますか？ 

所得税の確定申告をする 

確定申告をする必要がある 

（還付申告含む） 

【※1】 

町県民税申告を 

してください 

下記の金額の公的年金等収入 

がありましたか？ 

65歳以上…1,515,000円以上 

64歳以下…1,015,000円以上 

給与収入がありましたか？ 

町県民税申告をしてください 

給与・公的年金等以外の 

収入があった場合は 

町県民税申告をしてください 

(営業・農業・不動産・個人年金等) 

勤務先から粕屋町に「給与支払報告書」 

が提出されていますか？ 

申告できる下記の控除がある 

①普通徴収分の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等 
②国民年金保険料 
③生命保険料・地震保険料 
④医療費等 
⑤扶養控除・障害者控除等 

申告をすれば税額が減額になる可能性があります。 
※源泉徴収票の扶養親族や障害の情報が前年末の状況と異なる場合は、
申告が必要です。 
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【申告書の提出、相談窓口】 

 次の窓口に提出してください。また、ご不明な点がありましたら相談してください。 

 ● 提出、相談窓口 

   粕屋町役場 申告会場 又は 総務部 税務課 住民税係 

 

 ● 郵送の場合の送付先 

  〒811-2392  福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁 1丁目 1番 1号 

粕屋町役場 総務部 税務課 住民税係 

  ※ 郵送の場合は、申告書の両面をご確認のうえ、該当する事項を記入、押印後、必要書類を添付し

送付してください。 

 

  

申告に必要なもの【添付書類】(申告内容により異なります) 

給与所得者・年金受給者 
▶源泉徴収票(元年中に収入があったものすべて) 

国民年金保険料・国民年金基金の控除を受ける方 
▶控除証明書又は領収書 

事業所得(営業・農業等)・不動産所得がある方 
▶収支内訳書又は収支の内容が確認できる書類等 

普通徴収分の【国民健康保険税(料)・後期高齢者医
療保険料・介護保険料】の控除を受ける方 
▶控除証明書又は領収書 

一時所得や雑所得がある方 
(生命保険の満期返戻金等・個人年金等) 
▶明細又は支払証明書 

生命保険・地震保険・旧長期損害保険の掛金の 
控除を受ける方 
▶支払証明書(保険会社により名称が異なります) 

▶申告書・印鑑 
申告書は、会場にも準備しています 

雑損控除・寄附金控除等を受ける方 
▶その額を証明する領収書等 

▶マイナンバーカード 
又はマイナンバー通知カード＋本人確認書類 

医療費控除(ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制含む)を受ける方 
▶医療費の明細書や医療費通知等 
※明細書はご自身で作成していただく必要があります 

※所得税の還付申告の場合 
▶申告者名義の口座情報がわかるもの 

障害者控除を受ける方 
▶障害者手帳(コピー可)等 

 



-3- 

 

《申告書の書き方》 

別途記入例のとおりです。文字・数字等は、はっきり、わかりやすく書いてください。 

 
(1)  収入金額、所得金額 

平成31年1月1日から令和元年12月31日までの1年間に得た収入と所得の金額を、次の所得の一覧表

を参考に、申告書表面の「○A 収入金額」の欄と「所得金額(○A -○B -○C )」の欄にそれぞれ記入してください。 

申告書裏面も計算方法などの関連事項（前年中収入がなかった場合を含む）がありますので、該当する

場合は併せて記入してください。 

 

収入及び所得の 

種類欄 
内容 所得の計算方法 必要書類 

事

業 

営業等 1 

製造業、建設業、小売業、飲食業、サービス業

等の営業から生ずる所得(外交員、塾経営、大

工なども含む) ○A 収入金額－○B 必要経費

－○C 専従者控除 収支内訳書 

(総収入金額及び必要経費

を記載した書類) 
農業 2 

農産物(水稲、野菜など)の生産、果樹等栽培、

家畜の飼育等から生ずる所得 

不動産 3 
地代、家賃、駐車場代、土地や建物の権利金な

どの所得 

○A 収入金額－○B 必要経費

－○C 専従者控除 

利子 4 日本国外の銀行等に預けた預金の利子など ○A 収入金額＝所得金額 収入金額が確認できるもの 

配当 5 
法人から受ける利益の配当、出資に係る剰余

金の分配などの所得 

○A 収入金額－○B 必要経費

(株式などを取得するため

の負債の利子) 

収入金額が確認できるもの 

(支払明細など) 

給与 6 

給料・賃金・賞与などの所得 

(パート・アルバイト・派遣含む) 

※生計を一にする配偶者その他の親族の事業

に専従したことにより支給を受ける専従者給

与(控除)の場合は｢専従｣に記載 

申告書裏面別表により算出 給与所得の源泉徴収票 

専従者給与 6 親族間での給料・賃金・賞与などの所得 申告書裏面別表により算出 給与所得の源泉徴収票 

雑 

公的 
年金等 

7 国民年金、厚生年金、共済年金、恩給など 申告書裏面別表により算出 公的年金等の源泉徴収票 

その他 8 
講演料、原稿料、印税、報酬、生命保険契約等

の年金(個人年金)などの所得 
○A 収入金額－○B 必要経費 

支払調書など所得内容が確

認できるもの 

総
合
課
税
の
譲
渡 

短期 9 

機械、船舶、ゴルフ会員権、特許権、自動車、

書画、貴金属などの譲渡所得で、所有期間が 

5年以下のもの 

○A 収入金額－○B 必要経費

(取得費＋譲渡費用)－○D 特

別控除額(最高50万円) 

収入金額や必要経費が確認

できるもの 

※特別控除額は、短期と長

期の両方の譲渡所得がある

場合、あわせて50万円です。 長期 10 

機械、船舶、ゴルフ会員権、特許権、自動車、

書画、貴金属などの譲渡所得で、所有期間が  

5年を超えるもの 

{○A 収入金額－○B 必要経費

(取得費＋譲渡費用)－○D 特

別控除額(最高50万円)}×

1/2 

一時 11 

生命保険契約等に基づく一時金、損害保険契

約等に基づく満期返戻金、懸賞金品、競馬・競

輪等の払戻金などの所得 

{○A 収入金額－○B 必要経費

－○D 特別控除額(最高50万

円)}×1/2 

収入金額や必要経費が確認

できるもの(保険会社から

のお知らせなど) 

 

※金額の多寡にかかわらず、前年中の課税対象となる収入については全て申告する必要があります。 
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(2)  所得から差し引かれる金額 

   次の各所得控除・税額控除に該当する場合は、申告書表面の「総所得から差し引かれる控除金額」の 

欄に記入してください。 

※町民税・県民税の所得控除額は、所得税の控除額とは異なるものがありますので注意してください。 

控除の種類 要件 控除額 必要書類等 

所 

  

得 

  

控 

  

除 

雑損控除 13 

あなたやあなたと生計を一にする前年の総所得金額等の合計額が

38万円以下の配偶者その他の親族が、災害や盗難、横領によって

住宅や家財などに損害を受けた場合や、あなたが災害に関連して

やむを得ない支出(災害関連支出)をした場合 

 ① 差引損失額-(総所得金額等の合計額×10%) 

  ② 差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円 

※差引損失額=損失金額-保険金などで補てんされる金額 

①、②のいず

れか多い方の

金額 

り災証明書や盗難の

証明書 

災害等に関連した支

出の領収書 

医療費控除 14 

【従来の医療費控除】 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他

の親族のために前年中に支払った医療費(医師

等による診療費用)が一定の金額以上ある場合 

○A 支払った医療費-○B 保険金な

どで補てんされる金額-(「総所

得金額等の合計額×5%」又は

「10万円」のいずれか少ない方

の金額) 

( 限 度 額

200万円) 

医療費の明細書 

医療費通知等 

【セルフメディケーション税制】 

あなたが一定の取組を行っており、あなたやあ

なたと生計を一にする親族が購入したスイッチ

OTC薬購入費用が一定の金額以上ある場合 

○A 購入費用-12,000円 

(購入費用上限額10万円) 

ｾﾙﾌﾒﾃﾞｨｹｰｼｮﾝ税制の

明細書 

一定の取組を行って

いることが確認でき

る書類 

社会保険料

控除 
15 

あなたやあなたと生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべ

き社会保険料(国民健康保険税、国民年金保険料等)を前年中にあ

なたが支払った場合 

※生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る収入から引き落

とされている社会保険料はあなたの控除の対象にはなりません。 

前年中に支払

った社会保険

料の合計額 

社会保険料控除証明

書や領収書 

小規模企業

共済等掛金

控除 

16 

あなたが小規模企業共済制度に基づく掛金、確定拠出年金法に基

づく個人型年金加入者掛金、地方公共団体が行う心身障害者扶養

共済制度に基づく掛金を支払った場合 

前年中に支払

った掛金の合

計額 

支払った掛金額の証

明書 

生命保険料

控除 
17 

あなたが生命保険契約等、個人年金保険契約等及び介護医療保険

契約等に基づいて、前年中に支払った保険料がある場合 

(別表3)によ

り算出 
控除証明書 

地震保険料

控除 
18 

あなたが地震保険料の損害保険契約等や平成18年12月31日までに

締結した一定の長期損害保険契約等(旧長期損害保険)に基づい

て、前年中に支払った保険料がある場合 

(別表4)によ

り算出 
控除証明書 

税 

額 

控 

除 

寄附金控除

(税額控除) 
19 

あなたが県・市町村などの自治体への寄附(ふるさと納税)や福岡

県共同募金会、日本赤十字社福岡支部等に寄附を行った場合 
 寄附金額の証明書 

配当割額・ 

株式等譲渡 

所得割額控除 

20 

あなたが前年において配当割又は株式等譲渡所得割を課された場

合において、翌年の4月1日の属する年度分の個人住民税の申告書

等にこれらに関する必要事項を記載した場合 

 

配当割額又は株式等

譲渡所得割額の証明

書 

調整控除  

税源移譲に伴い生じる所得税と個人住民税の人的控除額(基礎控

除、扶養控除等)の差額に基因する負担増を調整するため、所得割

額から一定の金額を控除(記載する欄はありません。) 

  

所  

 

得  

 

控  

 

除 

本 

 

人 

 

控 

 

除 

寡婦 

控除 
21 

あなたが次の①、②のいずれかに該当する場合 

 ①夫と死別又は離婚した後再婚していない人や夫が生死不明の

人で、扶養親族や前年の総所得金額等の合計額が38万円以下

の生計を一にする子を有する人 

 ②夫と死別した後再婚していない人や夫が生死不明などの人

で、前年の合計所得金額が500万円以下の人 

26万円  

特別寡婦 

 ①に該当する人のうち、扶養親族である子を有しており、かつ、

前年の合計所得金額が500万円以下の場合 

30万円  

寡夫 

控除 
21 

あなたの前年の合計所得金額が500万円以下で、妻と死別又は離婚

した後再婚していない人や妻が生死不明の人で、前年の総所得金

額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子を有する場合 

26万円  

勤労学生 

控除 
21 

あなたが大学や高等学校などの学生又は生徒等で、自己の勤労に

よる所得を有し、前年の合計所得金額が65万円以下でそのうち自

己の勤労によらない所得が10万円以下の場合 

26万円 
学生証又は学校等か

らの証明書 
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所  

 

得  

 

控  

 

除 

本

人

控

除 

障害者 

控除 
21 

あなたや同一生計配偶者※1又は扶養親族が、障害者や特別障害者

である場合 

 ▲障害者とは、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳など

の交付を受けている人 

 ▲特別障害者とは、身体障害者手帳1級又は2級の人、精神障害

者保険福祉手帳で障害者等級が1級の人など、障害者のうち特

に重度の障がいのある人 

障害者 

26万円 

特別障害者 

30万円 

同居特別障 
害者※2の場合 

53万円 

障害者手帳など 

配偶者控除 22 

あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下で控除対象配偶者

を有している場合 

▲控除対象配偶者…前年の12月31日(年の途中で死亡した場合

は、その死亡日)現在で生計を一にし、前年の合計所得金額が

38万円以下の配偶者 

▲老人控除対象配偶者…70歳以上(昭和25年1月1日以前生まれ)

の控除対象配偶者 

(別表1)のとおり 

配偶者 

特別控除 
22 

あなたの前年の合計所得金額が1,000万円以下で生計を一にする

配偶者の合計所得金額が123万円以下の場合 
(別表2)のとおり 

同一生計 

配偶者 
22 

あなたの前年の合計所得金額が1,000万円超で生計を一にする配

偶者の合計所得金額が38万円以下の場合 
0円(控除額なし)※2 

扶養控除 23 

あなたが前年の12月31日(年の途中で死亡した場合は、その死亡

日)現在で生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶

者以外の親族(扶養親族)を有している場合 

 ▲年少扶養親族…16歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の扶養

親族 

 ▲特定扶養親族…19歳以上23歳未満(平成9年1月2日から平成13

年1月1日生まれ)の扶養親族 

 ▲老人扶養親族…70歳以上(昭和25年1月1日以前生まれ)の扶養

親族 

 ▲同居老親等…あなたや配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)

で、あなた又は配偶者との同居を常としている老人扶養親族 

年少扶養親族  0円(控除額なし)※2 

一般の扶養親族     33万円 

特定扶養親族      45万円 

老人扶養親族      38万円 

同居老親等扶養親族   45万円 

基礎控除  すべての納税義務者（申告者） 33万円 

※1 同居特別障害者とは、同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者に該当し、かつ、あなたや配偶者、 
あなたと生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている人です。 

※2 同一生計配偶者・年少扶養親族の扶養控除額は0円ですが、障害者控除や同居特別障害者の対象にな
ります。また、非課税限度額を算定するときの扶養者になります。 

◆ 青色又は白色事業専従者に該当する人を、同一生計配偶者、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象
者及び扶養親族として申告することはできません。 
 また、あなたが同一生計配偶者、控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象者及び扶養親族の対象とし
た人を、他の納税義務者が重複して申告することはできません。 

 

(別表1)  配偶者控除の控除額一覧 

納税義務者の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 

控除対象配偶者 33万円 22万円 11万円 

老人控除対象配偶者 38万円 26万円 13万円 

 

(別表2)  配偶者特別控除の控除額一覧 

納税義務者の合計所得金額 900万円以下 900万円超950万円以下 950万円超1,000万円以下 

配

偶

者

の

合

計

所

得

金

額 

38万円超  90万円以下 33万円 22万円 11万円 

90万円超  95万円以下 31万円 21万円 11万円 

95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円 

100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円 

105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円 

110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円 

115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円 

120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円 
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(3)  町民税・県民税の税率及び計算方法 

計算方法（次の①～③により計算します。） 

①【所得合計】－【所得控除合計】＝【課税標準額】 

②【課税標準額】×【税率10％(所得割)】－【税額控除額】＝【所得割額】 

③【所得割額】＋【均等割額(5,500円)】＝【町県民税額(住民税)】 

 

  

(別表3)  生命保険料控除額の計算表 

 一般の生命保険料、個人年金保険料及び介護医療保険料について、それぞれ次の表に基づき計算した 

額を合計した額(最高70,000円) 

区分 保険料の支払金額 控除額 

 

旧
制
度 

平成23年12月31日までに締結した保険契約 

・一般生命保険料控除(上限3.5万円) 

・個人年金保険料控除(上限3.5万円) 

 ～ 15,000円 支払金額の全額 

15,001円 ～ 40,000円 支払金額×1/2＋7,500円 

40,001円 ～ 70,000円 支払金額×1/4＋17,500円 

70,001円 ～  35,000円 

 
新
制
度 

平成24年1月1日以後に締結した保険契約 

・一般生命保険料控除(上限2.8万円) 

・介護医療保険料控除(上限2.8万円) 

・個人年金保険料控除(上限2.8万円) 

 ～ 12,000円 支払金額の全額 

12,001円 ～ 32,000円 支払金額×1/2＋6,000円 

32,001円 ～ 56,000円 支払金額×1/4＋14,000円 

56,001円 ～  28,000円 

 

 

(別表4)  地震保険料控除額の計算表 

 地震保険料と旧長期損害保険料について、それぞれ次の表に基づき計算した額を合計した額 

(最高25,000円) 

区分 保険料の支払金額 控除額 

地震保険料 支払金額の1/2 

旧長期損害保険料(平成18年12月31日までに契約し、

保険期間が10年以上で満期返戻金があるもの) 

 ～ 5,000円 支払金額の全額 

5,001円 ～ 15,000円 支払金額×1/2＋2,500円 

15,001円 ～  10,000円 

※ １つの保険契約で地震保険契約と旧長期損害保険契約のいずれにも該当する場合は、いずれか一方

の契約のみ該当するものとなります。 

 

 

この手引きは、令和 2年 1月 1日現在の地方税法により作成しています。 

作成日以後、地方税法の改正によって計算方法、控除額、税率等が変更された場合は、 

改正後の地方税法を運用します。 

 

区分 町民税 県民税 

※ 土地建物等の譲渡、株式の

譲渡などの所得は、所得割の

税率が異なります。 

均等割 3,500円 
2,000円 

（森林環境税500円含む） 

所得割（総合課税） ６％ ４％ 

【問い合わせ先】 

〒811-2392 

  福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁 1 丁目 1 番 1 号 

 粕屋町役場 総務部 税務課 住民税係 

 TEL  092-938-2311 FAX  092-938-3150 


